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 第８日 

 平成26年12月11日（木） 

午前10時零分再開 

○議長（手嶋源五君）  皆さん、おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日の出席議員は20名で会議は成立いたします。 

 本日の議事日程については、お手元に配付のとおりであります。御了承願います。 

 日程に従い、10日に引き続き一般質問を行います。 

 それでは、最初に７番浅尾静二議員の質問を許可します。７番浅尾静二議員。 

     （７番浅尾静二君登壇） 

○７番（浅尾静二君）  皆さん、おはようございます。７番浅尾静二でございます。 

 12月議会、一般質問最後ということで、本日、お寒い中、また足元の悪い中、傍聴に来

ていただきましてありがとうございます。 

 きょうの私の一般質問は、市庁舎のことについて質問をさせていただきます。 

 まず、昨日の西日本新聞ですけども、新聞記事を見ておりましたら、道の駅原鶴の人気

が１位というところの見出しが出ておりました。これは九州、沖縄、ＪＡＦの人気投票に

よるものでございまして、九州、沖縄の道の駅で人気投票を行って、道の駅原鶴、ファー

ムステーションバサロが１位になったという本当にうれしいニュースが飛び込んでまいり

ました。やはりこの朝倉市で九州でもナンバーワンと、１番ということにつきましては、

非常にやっぱりいい、もちろんいいことでございまして、これだけ今、盛んに地方創生と

か、いろんな言葉で地域活性化のことが叫ばれてる中で、こういったことが取り上げられ

ると、また認知されているということで、非常に朝倉市の活性化にとっては励みになるだ

ろうというふうに考えております。 

 さて、私も議員になりまして８年になりますけども、実は１つの議員活動といたしまし

て、地元ではなみずき通りという団体がございますけども、そこで毎年、クリスマスイル

ミネーションの取り組みをさせていただいております。もう見かけたられた方もおいでか

とは思いますけども、今、本当に甘木の中央児童公園ですけども、あのかいわいはさみし

くなっておりますけども、年々イルミネーションをふやしていきながら、ことし、昨年の

暮れからですけども、九電工さんがクスノキに大きなイルミネーションを飾っていただき

ました。ことしも点灯式を行いましたけども、我々が尐しずつふやしていきながら、また、

あるいは点灯式においては片男波のお相撲さんが参加してくれたり、それから市の職員の

バンドが来て演奏してくれたり、アマチュアの地元の歌手といいますか、そういった活動

をしてる子も来て、盛んににぎわいながらどんどん尐しずつやっぱり活性化をやっていこ

うというのが、皆さんのそういう気持ちの中で、やっぱり取り組んでいっております。こ

ういった取り組みも尐しずつやっぱり大きな力となって、住民の力がやはりまちづくりに
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生かしていくということを尐しずつでも今後も取り組んでいきたいと思います。 

 あとは質問席より一般質問をいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

     （７番浅尾静二君降壇） 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  それでは、質問項目に従ってといいますか、きょうは庁舎のこと

についてと、今後の朝倉市のまちづくりについてということできょうは質問をさせていた

だきたいと思います。もう既に数名の議員がこの質問を行っておりますので、多尐重複を

するかと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、この市庁舎のことについて、一般的な考え方といいますか、そういうことをまず

はお尋ねしたいと思いますけども、今からの今後の朝倉市のまちづくりを考えたときに、

やはり人口減尐、それから尐子高齢化社会ということが、これは全国的に当然言われてお

りますけども、その中で、今後この市役所といますか、市庁舎が住民にとってどのような

施設であり、どのような庁舎が今後望まれるかなということをまずはお尋ねしたいと思い

ますけども、当然、防災拠点ということはもちろんですけども、何となく高齢化なってい

くといたしまして、困ったときに何か知恵を借りたり、手助けに行くところがまず何か市

役所かなというふうなイメージを私は持っておりますけども、そういったことを含めまし

て、今後のこの市役所がどういうふうな存在であったらいいかということを、今、市はど

ういうふうにこれを考えてるかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  庁舎としてあるべき姿なり、望ましい姿について述べま

す。 

 市民に親しまれ、人に優しい、災害に強い防災拠点となる、環境に優しいなどの庁舎で

あることが大切であると考えます。先ほどの高齢化とか、人口減尐の中でどう捉えるかと

いうことでございますが、庁舎は職員が事務を遂行するのはもちろんですが、多くの市民

が利用するものであり、近づきづらいというようなところではなく、市民にとって親しみ

を感じていただけるところでなければならないというふうに考えております。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  今、そういった考えは当然とは思いますけども、そういった中で、

やはり課長が言われますように、人が集うとか、今後はやっぱり利便性とか、人が近づき

やすいというふうなのがやっぱり一番なのかなというふうに考えております。やはり文化

の交流であったり、そういったことも今後は考えていかなければならない重要な問題であ

ろうというふうに考えております。 

 そうした中で、今回、耐震の診断の結果が出まして、やはり耐震改修の必要があると、

また、あるいは建てかえの必要があるというふうな結果が今回、11月の18日でしたかね、

全員協議会の中で報告がなされたわけですけども、その中で今、今後この庁舎を考えると
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きに、やはり高齢者の方々、いわゆる弱者の方々が来られたときに、いかにいろんなとこ

ろでバリアフリーとかなったときに、考えたときに、じゃあ耐震改修をして、この施設が

先ほど言いました市民にとっての優しい施設であったり、そういうものであることができ

るのかなというふうに考えます。と考えると、非常にこの耐震改修というのは厳しいよう

な気がいたしますけども、そういった先ほどの観点から言うと、耐震改修をしてでもこの

施設は利用しやすい施設というふうな改修になるのかどうかをちょっとお尋ねしたいと思

いますけども。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  先ほど申しましたことにつきましては、耐震改修と、そ

ういった意味で申し述べたものではございませんで、一般的な考え方ということでござい

ます。 

 確かに耐震改修、私どもが想定しておりますものにつきましては、既存の庁舎をした場

合にはスペース的に厳しいと、それからバリアフリーなり、人に優しいのは厳しいと、そ

のためには、それらに対応する大規模改修といいますか、対応することを考えていかなけ

ればならないというふうにしてるところでございます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  今からの話でしょうけども、その改修につきましても経費が安い

という部分とかももちろんございますので、また建てかえに比べたら経費が安いという部

分がございますので、慎重に考えていかなければならないという問題ですけども、やはり

庁舎というのは、そういった中での使いやすさというのが、利便性というのが一番ですの

で、そこら辺をよく今後も検討しながらいっていただきたいというふうに考えております。 

 今度は、この役場といいますか、この市役所、または、あるいは旧町役場、そういった

ことを、以前の歴史のことをちょっと考えて振り返ってみたいと思いますけども、私がこ

の市役所ができたのが昭和48年だったというふうに認識しておりますけども、当時、私は

34年生まれですので、まだ中学生ぐらいのころです。我々が小学校のころは、庁舎は町な

かにもちろんございまして、非常に町のにぎわいというふうなところでのいう施設でもご

ざいました。恐らく杷木、朝倉におきましても、町の中心部にあって、その市役所、町役

場なりが成り立ってきたという歴史があると思います。そう振り返ってみますと、やはり

役場、市役所というものは、やはり町の中心に今まであって、その施設を中心に町が栄え

てきたという歴史があります。 

 そうした中で、先日の中島議員の一般質問の中で、私はコンパクトシティーと、朝倉市

のコンパクトシティーをということを考えたときに、朝倉市の中心市街地を中心に、朝倉

市の中心市街地のことについて考えたときに、やはり地域がここを中心に、この甘木町を

中心にいろんな施設が集まっていくのがコンパクトシティーという考え方ですけども、こ

の前の市長答弁を伺っておりますと、コンパクトシティーには若干の疑念があると、疑問
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があると。この朝倉市は広い面積でありますから、１つの地区を中心に考えるのではなく

して、２つ、３つの地区拠点を考えていくということを、市長はそういうふうにコンパク

トシティーのことを考えておられました。 

 このことは非常に私は興味深いといいますか、この今からの朝倉市を考えていくときに、

このまちづくり、２つ、あるいは、この甘木地区、それから杷木地区、朝倉地区と考えた

ときには、この３つの拠点というのは非常にそういう考え方でやっぱりいくのが今後は非

常に無理のいかないまちづくりができるのかなということからすると、そういうふうにも

感じておりますけども、このことについて市長のコンパクトシティーについての考え方を

もう１回、聞きたいと思います。 

○議長（手嶋源五君）  市長。 

○市長（森田俊介君）  コンパクトシティーという考え方は確かにあります。ただ、朝倉

市は今日までそういった考え方にのっとった行政はやってきておりません。従来のコンパ

クトシティーという考え方は、いわゆる都市機能全て１カ所に集めてしまう、それでいい

自治体もあろうかと思います。それぞれの自治体で条件が異なります。ただ、朝倉市の場

合は、面積も広いということも考えた場合に、まずは一番になるのは、やっぱり旧甘木町

を中心としたこの地域、それとやはり朝倉の中心地、杷木の中心地、これをきちっとやっ

ぱりそれぞれにつくっていく。そして、それを有機的に結ぶような、交通網を含めてです

ね、というのが朝倉市としては一番適当かなという、私自身はそういった考え方を持って、

今後もそういう形で進めさせていただきたいなというふうに思ってます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  やっぱり今、市長が言われましたように、私もどちらかというと、

この10万都市を超えるぐらいの都市であれば中心市街地という中で、コンパクトシティー

という考え方も成り立っていくのかなとは思いますけども、この朝倉市ぐらいの規模だっ

たら、なかなか主な施設を中心地に集めて、そこから町が成り立っていくというのは、今

現在でもそういうふうになっておりませんし、それがやっぱり妥当なのかなというふうに

は考えております。 

 そうしたときに、先ほど私が言いました地区の拠点を考えたときに、やはりその庁舎と

いうものがそこを中心にまちづくりというのを考えていかなければならないと思いますけ

ども、今現在、朝倉市が合併いたしまして、地区行政センターから、今、支所というふう

な形で、朝倉地区、杷木地区が変わっておりますけども、このことについて、今、市民の

皆さん方からどういった感想なり意見が今、入ってきてるのかなというのもちょっと気に

なりますし、行政の中でそういった支所機能、行政センターから支所機能に変わったこと、

この体制が変わったことについての、今、何か所感があればお尋ねしたいと思います。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  今、各支所で行われてるわけですけれども、例えば災害



 5  

対応とか、それから住民窓口といいますか、証明書発行などは支所が行っているという実

態がございます。 

 ただ、私ども災害対応というのは大切な支所の役割の１つというふうに考えますが、た

だ、大規模災害とか、小規模な場合によって支所の機能は違うと。つまり小規模なもので

すと、初期の巡視とかということにつきましては、身近であるということから大きな機能

を果たすけれども、24年の大規模災害のときには、やはり市全体として取り組まなければ

ならないというような気がしております。 

 そういう意味で、支所の役割、機能につきましては、さまざまな役割がある、いろいろ

あるということを思います。ですから、支所のいいところは十分伸ばす、それから全体で

取り組まなければならないことは、きちんと対応できるような体制を整えておくというこ

とが大事だろうというふうに思います。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  私は感じてるのは、行政の役割も当然そうですけども、その地区、

地域拠点を考えたときに、その支所の役割が今後はどうあり続けるのが一番ベストなのか

なというふうに考えながら質問をしております。 

 本題は、やはり今後の庁舎のことを考えたときに、本庁方式でいくのがいいのか、分庁

方式でいくべきがいいのかということについての、今、そういった捉え方で質問をしてお

ります。 

 ということは、今、朝倉支所におきましては、農林商工部が実際活動をしていただいて

おりますけども、ここが仮に庁舎を建て直したとして、本庁方式にしたとして、それは当

然、農林商工部は本庁のほうに来ることになるでしょう。それは教育委員会にしてもしか

りかとは思いますけども、そうしたときに、先ほど言いました地域拠点、杷木、朝倉のそ

の拠点とした支所が実際職員が減っていくわけです。そうしたときに地域に与える影響は、

私は多尐なりにもあるのかなというふうに考えておりますけども、そこらあたり、朝倉支

所が、農林商工部がこっち側に全部入ったとき、本庁機能になったときには、支所として

のそういった機能のことについてはどういうふうに考えるのかをお尋ねいたしたいと思い

ます。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  朝倉支所に農林商工部を配置している経緯というものが

ありまして、合併時には合併協定書により本庁方式とすることが定められていたというも

のでございます。本庁舎に配置する余裕がなかったことにより配置したものであり、地域

性を配慮したというものではございませんでした。 

 質問についてですが、本庁がどこに配置されるかということは別問題といたしまして、

仮定の話ですが、朝倉支所から農林商工部が出ていったということを見てみますと、現在

の農業の経営者数を見てみますと、甘木地域が1,395、朝倉地域が770、杷木地域が534と
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いうようなふうになっております。農家の所在地、自分の住んでるところからの利便性と

いう面から見ますと、全体としてみれば農林商工部がかわるということを見てみますと、

低下するということには一概には言えないのではないかというふうに思います。 

 朝倉から移ると仮定した場合ですけども、かわったから不便になるという方もおられま

しょうし、かわったから便利になったという方、双方があるというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（手嶋源五君）  総務部長。 

○総務部長（井上博之君）  地域拠点という考え方ですよね、ちょっと反対の意見じゃな

いんですけども、地域拠点という捉え方が議員と私たちは尐し違うような気がしますので、

尐しお時間いただきたいと思います。 

 確かに地域拠点と言うと、イメージですけども、例えば24年の災害のときには、あそこ

に災害復旧の拠点を置きました。それは拠点ということじゃなくて、利便性を考えて、災

害の地域が杷木に集中したんで、利便性を考えてあそこに復旧班を置いたんですよね。だ

から、ふだんの支所機能としての拠点施設というのは、今の組織、この形態では難しいと

思います。ですから窓口業務に限定して、あそこに職員を配置してるというふうに考えて

ますので、その拠点の捉え方が尐し、私のイメージは尐しどうかなと思いますので。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  部長の答弁は、いわゆる行政機能とか、行政運営とかいう視点で

捉えたときの答弁だったと思いますけども、私が言ってるのは、杷木地域、朝倉地域の住

民にとってどうなのかということを言ってますんで、当然、行政運営とかを考えたときに

は、当然それは本庁方式で、１つのとこに集まったほうがやりやすいというのは当然わか

っております。このことについては、今からいろいろ議論がされると思いますけども、非

常に重要な問題で私はあろうというふうに思っております。 

 仮に朝倉支所、今現在でも杷木支所におきましては空きスペースがあるとかありますけ

ども、朝倉支所を見てみますと、非常に立派な施設でございます。そうしたときに、この

空きスペース、空き部屋の問題が必ずこれは出てきます。そうしたときに、その利用方法

は、これも今からのことでしょう、十分考えなければなりませんけども、この辺の捉え方、

一般的に杷木支所でも夜間の問題とか、そういったことで非常に実際不都合が生じている

ということですけども、このことについてはどういうふうにお考えでしょう。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  両支所の空きスペースの活用ということでございますけ

れども、本庁方式、分庁方式、どちらに採用するか、方向性がいずれ出てくる、固まって

くるというふうに思いますけれども、その方向性を踏まえまして、庁内の検討委員会に部

会を設置するというようなことで、今後議論をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（手嶋源五君）  市長。 



 7  

○市長（森田俊介君）  住民の、先ほど話ございました、杷木なり朝倉の住民はどうです

かという話がある。それは従来、杷木町、朝倉町の時代は近くにあったわけですから、そ

れを合併してこちらに、本庁へ持ってきたわけですから、それは住民の人たちは昔に比べ

たら遠うなったという気持ちは当然あると思います。 

 しかしですよ、合併の時点で、そのことも含めてお互いに議論をして、本庁方式でやり

ましょうという形で合併後、決定されたわけです。今、浅尾議員が言われることというの

は、また一から、その議論から始めなきゃならんということになりますとね、だからこの

ことについては確かに場所が変われば便利になる方、不便になる方、いろいろいらっしゃ

います。しかし、そういうことを合併当時、話し合って、じゃあ本庁方式でやりましょう

ということで現在に至っとるわけです。ですから、その議論を言われると、またもとに戻

らないかんと。確かにいいですよ、個人的ないろんな考え方、持たれる分はいいんですけ

ども、そういう話になってまいります。 

 それと、庁舎の活用ですけれども、これは前も申し上げましたけれども、いろんな今ま

でもいろんな活用をしようということでしました。しかし、これは支所という形で今後も

続くでしょうが、支所という形であの庁舎の中に置いときますと、住民のいろんな情報が

ございます。昼間はいいです、昼間、職員がおる間は。しかし、主に住民が活用したいち

ゅうのは、どちらかというと夕方とか、そういった形なんですよ。そうしますと、職員が

いなくなったときに、その情報がどうやって管理するかと。私は１度、あそこに防火シャ

ッターというのがあります。防火シャッターを全部閉めればいいじゃないかと。そしたら

消防法で、防火シャッターの中、ドアがございます、このドアには鍵はかけられないとい

う法律なんです。ですから非常に活用が難しいというのも現実です。しかし、いずれにし

てもあれだけのスペースがございますんで、今後、今、課長が申し上げましたように、い

ろんな形で検討していかなきゃならんという気持ちは持っております。 

 以上です。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  この本庁方式、分庁方式についての考え方については、またいろ

いろ今後議論する場面があるかと思いますけども、私は先ほどそういうふうに支所のこと

をこだわってるのは、先ほど市長のコンパクトシティーの考え方にも、私は多尐影響をさ

れておりますので、コンパクトシティーを各地区に構えていくと、いわゆるネットワーク

型のコンパクトシティーを考えていくには、そういった支所機能というのは今後も重要な

問題ではなかろうかというふうに感じておりますので、この件については、また今後も議

論をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、庁舎の空きスペースの件につきましても、今後も研究をまた重ねていってほ

しいというふうに思っておりますけども。 

 あとは、じゃあ今度は実際、本庁方式かどうか別として、庁舎の仮に建てかえがあった
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ときに、中心市街地の中で朝倉市国土利用計画がありますよね。その中で中心市街地の範

囲が定められておりまして、また、その中でも福岡県が定めている甘木都市計画区域マス

タープランというものも決められております。その中には大規模集客施設とか、県の施設、

あるいは市の施設、特に市庁舎とかもその中心市街地に誘導すべき施設というふうに実際

書かれておりますけども、この観点で言いますと、この中心市街地のエリアの中に立地誘

導をするというふうなことで、そのマスタープランの中にはそういうふうに書かれており

ますけども、そういうふうな方向でいくのかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（手嶋源五君）  都市計画課長。 

○都市計画課長（日野浩幸君）  それでは、ただいま御質問がありました広域拠点という

ものからさきに説明をさせていただきます。 

 甘木都市計画区域マスタープランという名称で福岡県が策定をしております。これは朝

倉市、本市だけではなくて、お隣の筑前町とこの朝倉市にまたがって指定をされている甘

木都市計画について、この区域についてマスタープランを定められてるものでございます。 

 その中で、今回のテーマであります庁舎ということでございますが、庁舎は大規模集客

施設というものに該当いたします。このものについては、県が策定した書類の中では、広

域拠点へ誘導することが望ましいということが書かれております。ただ、現実的には指定

している広域拠点、そういったものが甘木町の商業地域、それから西鉄電車駅というとこ

ろまでが広域拠点ですので、その商業地域を指定したエリアに具体的な庁舎の面積を確保

することができないということが、そういったことも考えられると思います。 

 その場合のことがそのマスタープランに書かれておりますが、その広域拠点のまちづく

りに影響がないということが整理できれば、そのエリアを拡大して、庁舎を建設すること

は可能となるというようなことがなされておるところでございます。市のまちづくりの方

針というものの中で今後の検討が各なされていきますので、そういったことになろうと思

います。 

 それからもう１つ、中心市街地というものについては、国土利用計画の中、それから都

市計画マスタープランの中にも記載されてるものでございますが、この中心市街地、エリ

アにつきましては、先ほどの広域拠点というものと、現在、市街地活性化推進室で行って

おります新プラン21のエリア、それから甘木駅、甘木鉄道と西日本鉄道、それとその境界

については、周辺北側については甘木の中央郵便局、南側はピーポートと、ちょっと先ほ

どの広域拠点よりも広がるような形で指定をしてるとこでございます。 

 この中に公共公益施設を集約するという方針を定めておるわけでございまして、都市計

画マスタープランの役割といたしましては、まちづくりの指針として、そういう目的を持

って定めておりますので、今後の検討の中でそういったものについて指針という考え方で

会議がなされていくものと、検討がなされていくものと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  そういった捉え方の指針ということですけども、これはことしの

３月議会でしたか、朝倉市議会としてもこの国土利用計画が議決事項というふうに今、な

っております。議決もしております。慎重にそこら辺の中心市街地のことの中に立地誘導

とか、そういったことは慎重に議論していただきたいというふうに思っております。 

 そうしたときに、今現在、この庁舎が建ってるところは、その用途地域、都市計画から

言えば、用途地域から言えば、ここは第一種住居地域で指定されてると思いますけども、

そのことで捉えたときに、この場所については、今、都市計画法の中ではどういうふうに

捉えておけばいいのでしょうか。 

○議長（手嶋源五君）  都市計画課長。 

○都市計画課長（日野浩幸君）  現在地ということでございますが、現在地に建築するこ

と自体については、今、既存地という考え方で、財政とか、そういったものもございます

でしょうが、そういった方面から考えていくということになります。 

 現在の都市計画上の規制というものについては、第一種住居地域ということで、本来で

あれば建築として、建築が可能かということにおけば、可能ではないということでござい

ます。この第一種住居地域というのは、ここの現在の場所だけではなくて、先ほど申しま

した甘木の商業地域の周辺は全て第一種住居地域でございます、ほとんどが第一種住居地

域でございます。今後庁舎の検討がなされ、場所の選定がなされた後には、それは市のま

ちづくりの指針、方針という捉え方で、庁舎の位置だけではなくて、その周辺も含めて都

市計画の考え方を見直すことになろうと思います。 

 以上でございます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  位置については、今後また議論していかなければならない問題だ

というふうに考えております。 

 話は変わりますけど、今度は財政の話ですけども、昨日の一般質問の中でも合併特例債

の話が出ておりました。合併特例債があと70億円使えると、残ってるということですけど

も、その中で朝倉農業学校跡地の活用と、それから市庁舎の中で通常の起債が使いづらい

ものについて優先をしていくというふうな答弁があったわけですけども、財源、この前の

11月18日の庁舎建設についての改修とかいう中で、金額、本庁方式でいくと55億円とか、

それから体育施設とか、朝農の活用の話に入っていくと合併特例債を20億円使わなければ

ならないとか、それぐらいのはっきりした数字はまだ出てきておりませんけども、それぐ

らいは予想できるというふうなところで私は捉えておりますけども、そうしてくると、合

併特例債が足らないわけですよね。足らないというか、70億円ではオーバーすると、単純

に計算すると思いますけども、そうしたときに、基金を取り崩してまでもやることになる

のかどうかをまずはお尋ねしたいと思います。 
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○議長（手嶋源五君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（堀内善文君）  今までの一般質問の中でもいろいろ申し上げております

けど、合併特例債の総額190億円に対しまして、現在の予定されてるのは約120億円、残が

70億円ということで申し上げております。庁舎の分、それから朝農の開発分、それから、

もろもろ今から32年までにいろんな事業が新たなものが発生するだろうと予想されます。

そうしましたときには、特例債の70億円の枠では当然入らないんじゃないかなという推測

ができますので、当然基金のほうは視野に入れた形で考えていこうと思っております。 

 現在の25年末の基金の残高でございますけど、財政調整基金が約44億円、それから公共

施設の整備基金が５億円、地域振興基金が18億円、額としてはこれだけございます。ただ、

これは朝農、それから庁舎に使えるものだけではございません、いろんなもの、それから

災害時とか不測の事態に備えるようなものでもございますので、このあたりをどのくらい

使っていくかというのは、今後の検討の中で示していきたいと思っております。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  この合併特例債、基金を取り崩す、取り崩さないというのはまだ、

これこそまた今からの検討と思いますけども、やはりほかの施設、通常の起債が使いづら

いもの、先ほど言いました例えば朝倉の庁舎とか杷木庁舎、それから今、いろんな総合的

なインフラの更新が先には残って、ピーポートもそうだと思いますけども、順次そういっ

た更新が今から進んでいくと思いますけども、この基金の取り崩しについては、非常にや

はり財政の中では慎重に考えておかなければならないというふうに考えますけども、そう

いった今後のインフラの更新が迫ったときには、どういった財源といいますか、ことは想

定をどのようにしてありますか。 

○議長（手嶋源五君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（堀内善文君）  これは全国的な流れでございますけど、合併していろん

な団体で公共施設等が重複してあるようなとこがあります。国のほうの指導としましても、

いろんな公共施設が複数あるようなとこを、今後地方のほうは人口がだんだん減ってきて

ます。今、できてます体育館ですとか、いろんな公共施設とかは、当時人口が多いときに

想定されて、その体育館、いろんな施設ができて、さらに合併して、本当に今の団体にそ

の施設が必要であるかどうかという、公共施設の長期的な計画をつくりなさいという指導

が今、なされております。そうする中で、今後10年、20年先を見据えた公共施設のあり方

とか、そういう形で縮小すべきものは縮小する、統合は統合とか、そういう形でいろんな

形で出てこようと思います。そういうことを総合的に判断しながら、基金のですね、基金

を使うのか、一般財源を使うのかというのは、その状況で判断していかなければならない

だろうと思っております。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  そこら辺を慎重に考えていっていただきたいというふうに考えて
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おります。 

 それでは、最後の質問ですけども、来年７月には基本構想が定まっていくというふうな

ところで、その時点で位置、建設の位置とか、規模のどういうふうな規模で建てるとか、

耐震改修工事をするのか、建てかえをするのかとかいうふうなことが決まっていくのが来

年の７月というふうな報告があっておりますけども、そうしていくと、その７月のことを

考えると、逆算していきますと、恐らく来年の６月ぐらいには方針を決定するだろうとい

うふうに思います。当然、その前にはパブリックコメントがあるでしょう。そうしてくる

と、５月ぐらいには大体素案がまとまってくるんじゃないかなというふうに思うわけです

よね。そうしてくると、当然、今、この議会は４月はもう選挙ですから、もう４月が任期

ですので、５月ぐらいになってくると新しい議会となっております。そうしたときには、

もう既にあらかた決まっていると思います。今、私の７月の基本構想が決まっていくとい

うことでいけば、大体５月か６月にはある程度のことは絞られていくだろうというふうに

考えております。 

 その中で、昨日の一般質問の中でもございました市民会議とか、アンケートを今からと

っていくというふうなことですけども、そのアンケートのとり方ですけども、この前の一

般質問の話を聞いておりますと、非常に一般的なアンケートのような気がしておりました。

まだ今から具体的に決めていくというふうなことでしたけども、私は、これは私の思いで

すけども、今から、とにかく来年の７月ですから、スケジュールから言えば本当に厳しい、

タイトなスケジュールで進めていかなければならない中で、市民の皆さんに今の庁舎の問

題とか、朝倉農業の活用の問題とか、財源の問題とか、いろいろ出てきたときに、やはり

情報を公開しながら進めていくべき問題ではないだろうかというふうに考えます。 

 そうしたときに、市民の皆さんにアンケートをとるというときに、これは恐らく２月、

３月というふうなスケジュールだったと思いますけども、その内容ですけども、ある程度、

私は絞られた内容でアンケートをとるのもどうなのかなというふうに考えます。というの

は、耐震改修をやるか、それか建てかえをやるかということは、もうその時点では執行部

のほうはある程度、絞られてるんじゃないかなというふうに思いますし、本庁方式でいく

のか、分庁方式でいくのかということもいろいろ考えていくと、その件についてはある程

度、執行部とかのほうで絞られていくべき問題だろうというふうに考えます。 

 位置等については、これは市民の皆さんの意見を聞いたり、施設のどういった使い方が

いいとかいう問題は、それは市民の皆さんからいろんな御意見を聞くのが、それは当然か

と思いますけども。 

 先ほど言いました、このアンケートのとり方で、非常に市民の皆さんがこの行政の今の

市庁舎の件に対する関心が高い、この関心が高いというのは、場所がどこなのかというの

が一番関心が高いわけでして、やはりこのアンケートのとり方ですけども、先ほど言いま

した、それなりの方針を固めた上で、３月ぐらいには方針を固めた上で、アンケートに取
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り組んでいただきたいと思いますけども、この件についてはいかがお思いでしょうか。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  アンケートで具体的に本庁方式、分庁方式とか、新築す

るのか、増築するのか、場所についてもアンケートで問うたらどうかというようなことで

ございます、御意見でございます。 

 庁舎につきましては、重要な判断を要するものであるというふうに思います。重要なこ

とを決めなければならないと。判断の際の補完をするという意味で、アンケートを実施し

たいというふうに思っておるところでございます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  ちょっとわからなかったんですけども、私が言ってるのは、今、

課長がおっしゃってるのは、アンケートをとりながら、総合的なアンケートをとりながら

やっていく、進めていくというのがやり方というふうに、この前の一般質問を聞きながら

そういうふうに思っておりますけども、先ほど言いましたように、それなりに材料は今ま

での検討はされていると、耐震改修についても、それならもう図面が出てきておりますし、

それとか、あと本庁方式、分庁方式とか、そういったことについては内部の中でしっかり

私は議論もされて、恐らくされてると思いますけども、そのことについて、ある程度、も

う方針を絞った上でアンケートに臨まれたほうが市民の皆様は非常にわかりやすいし、例

えばですよ、例えば本庁方式でこの現在地につくるということでなりましたと、それか、

ほかの案がまだ、本庁方式で例えばピーポート周辺にそういうふうに考えたと言われたと

きに、お金はこれぐらいかかりますとか、使い勝手はこういうふうになりますとか、また

別の案もあると思いますけども、そういった案を具体的に示しながら、市民の皆さんにア

ンケートをとるというのも１つの私はやり方ではないだろうかというふうに思いまして言

ってるんですけども、そういったことはなかなかやっぱり難しいというふうに捉えてある

んでしょうかね。 

○議長（手嶋源五君）  秘書政策課長。 

○秘書政策課長（鶴田 浩君）  このアンケートの目的でございますけれども、市民の方

の庁舎に対する意見や要望を把握するということでございますけれども、これから策定し

ます基本構想や基本計画の基礎資料としたいというふうに思っております。まずは現庁舎

に対する市民の思いとか、整備するに当たって望まれるものと、例えばバリアフリーとか、

スペースや機能、そういったものを聞かせていただきたいというふうに思っております。

今のアンケートの考え方はそういう考え方で進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（手嶋源五君）  総務部長。 

○総務部長（井上博之君）  議員がおっしゃるような考えもあるでしょうが、具体的な話、

現実的な問題としてアンケートになるんですね、細かな課題とか問題点を書いて、それが

市民の方に理解していただけるかという問題が１つ大きな問題があると思う。だから市民
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会議なり、議会の皆さんにも膝を交えながら、意見を聞きながらやっていこうと。アン

ケートの中でそれだけのものを含んで、右ですか、左ですか、それは尐し無理かなと私た

ちは思ってます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  いろいろ考えると、非常に私も頭が混乱してきて難しくなってく

るんですけども、議会の時期が４月いっぱいでこの議会も一応、１つのけじめがつきます。

そうしたときに３月議会というのが我々最後の議会です。そうしたときに、ある程度のこ

の内容といいますか、場所の選定は別として、どういうふうに今から１つのここまでは方

向性ができるというふうなことを知りたいと、そういうふうにかかわっていきたいという

ふうに感じておりますので、そういうふうな案がここまででき上がれば、私は一番いいの

かなというふうに私なりは考えております。 

 特に今、この行政の今から本当に朝倉市は朝倉農業の跡地の活用と、この市庁舎の建て

かえか、耐震改修かわかりませんけども、非常に大きなプロジェクトを抱えております。

これはやはり市民の皆さん、もちろん議会はもちろんですけども、やっぱり行政の情報を

できる限り出していただいて、一生懸命議論を重ねることが、市民の皆さんがやっぱり言

葉では行政への参画とか、まちづくりへの参画とかいう言葉がありますけども、本当に今、

この時期というのは、この朝倉市にとっては住民の皆さんを巻き込んでのまちづくりの議

論を一生懸命するのが今の時期だろうというふうに考えますので、この件については、ま

た今からいろいろ議論を重ねていく場面があろうかと思いますけども、しっかりそこら辺

は考えていただいてやっていただきたいというふうに切にお願いをいたします。 

 市長、何か最後あればお願いいたします。 

○議長（手嶋源五君）  市長。 

○市長（森田俊介君）  庁舎の問題につきましては、議会の中でもいろんな御意見がある

ように、恐らく市民の中でもいろんな多様な御意見があろうと思うんです。ですから、ア

ンケートでそういったものをいただいた上で、それを基礎にして、やはり私どもとしての

１つの案をつくって、それは市民の代表である議会、そしてその上で議会の皆さん方と議

論をしながら、民間の委員会、委員もできますけども、そういったものによってやっぱり

つくり上げていって、最終的には、最終的といいますか、７月にはある一定の基本構想と

いうものをつくりたいということで進んでおりますんで、それはいろんな考え方あると思

います、それはそれで結構なんですけれども、御存じのように、32年度という、合併特例

債を使うとするならば32年度という１つのけつといいますか、最後決まってますんで、そ

れに間に合うように努力をしていきたいなというふうに思ってます。 

○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員。 

○７番（浅尾静二君）  よろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 
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○議長（手嶋源五君）  ７番浅尾静二議員の質問は終わりました。 

 以上で通告による一般質問は終わりました。 

 これにて一般質問を終了いたします。 

 10分間休憩いたします。 

午前10時51分休憩 


